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責　務

社長メッセージ

取締役社長 岡田　康幸

私は、

・ 従業員の安全を確保します。

・従業員の安全意識の向上に努めます。

・安全確保に向けリソーセスを適正配置します。

１．社長メッセージと責務

私は、『輸送の安全確保が事業経営の根幹』で

あることを深く認識し、輸送の安全を指導すると

共に、社内の安全活動を積極的に推進します。

輸送業務に従事されるみなさんが、安心・安全に

働ける環境づくりを目指し、『現地・現物』を

モットーに行動します。
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【公表義務あり】

ダイハツ輸送株式会社　安全方針

２．安全方針 －スローガンと行動指針－

スローガン

行動指針

１．作業標準・交通ルールなどの決め事を確実に遵守しよう。

２．一人ひとりが自覚を持ち、積極的に問題・課題を提起し、
対策しよう。

３．「双方向コミュニケーション」を充実し、乗務員・
スタッフが一丸となって安全確保に取り組もう。

４．安全推進活動を継続して行い、ＰＤＣＡサイクルを回し
レベルを上げよう。
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【公表義務あり】

安全方針の周知徹底と方法について以下の通り定める。

社内への周知方法

１．社内、営業所内、乗務員詰所への掲示

２．自社便Ｇ全員に運輸安全マネジメント実施要領を配布

緊急連絡網

事故・災害等に対応するため、緊急連絡網を設ける。

緊急連絡網は「事故災害時緊急連絡網」の通りとする。

チェック

安全マネジメントの実施状況等を確認するため

①安全マネジメント委員会で１回/3ヶ月開催

②安全統括管理者は実施状況を1回/月確認する。

３．安全方針の周知徹底と方法
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【公表義務あり】

安全方針に基づく目標

４．２０２３年度 安全目標

上記取組みを行っていくことで

・自動車事故報告規則に定める事故「ゼロ」

・商品車および対物事故「ゼロ」

・労働災害発生「ゼロ」

を目指して事故防止に取組みます。

※自動車事故報告規則に定める事故とは（主なもの）

・自動車の衝突、転落、火災

・踏切における鉄道車両との衝突、もしくは接触
・死者または重傷者を生じたもの
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△１：　熱中症対策を追加（5/29）
「２０２３年度安全目標」を達成するための計画について、
　　　　　　　　昨年の振り返りを織込み以下のとおり立案し実践する。

　▼昨年度の振り返り ▼今年度の重点実施事項

　　　 　事故ゼロ・違反ゼロに向け活動を進めることが出来た。
　（２）「事故ゼロ」に向け、乗務員の作業観察・添乗教育を行い元請会社として、各協力会社の見本となる様、

良かったことは継続、出来なかったことは真摯に反省し2023年度計画に織り込む。 商品車の安全輸送に向け、初心に戻り”安・全・最・優・先”で基本作業の徹底

　　（１）2022年度計画に対して、計画どうり推進することが出来ました。 　（１）個別点呼の質をあげることで、乗務員への情報展開や乗務員の意見を吸い上げてコミュニケーションの
　　　　 管理職が危機感を持ち一つ一つの項目に対し、確実に実施することが出来ました。 　　　　向上を図り、問題解決し「事故・災害」の未然防止につなげる。

　　　　安全・品質において高いレベルを目指す。
　　（３）昨年度は、乗務員の体調管理意識が向上し勤務時間や年休管理についてしっかりと管理できた。 　（３）規制緩和により、積載台数(乗務員負荷）増える中もう一度原点回帰し、安全教育・変化点教育をシッカリ

　　　　行い又、乗務員の高齢化が進み体力的な問題に対しても、健康管理を注意深く実施する。

　　（２）管理者、乗務員が2020年度起こした事故に対し風化させない活動と安全意識を共有し

５．目標達成のための計画 承認 事務局 作成
日付：2023年5月15日

計画・・・○、　　　　 実績・・・●、　　　　 2023年4月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

○ ○ ○ ○ ○ ・2023年度運輸安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ実施内容の情報共有（運行管理者より説明） 

　節目での進捗確認会を開催し状況ﾌｫﾛｰ

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・安全に関する重要情報の入手と乗務員への確実な展開

　（事故速報、熱さ・寒さ対策、安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ、協力会社の安全取組み状況など）

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ・自社便G乗務員の作業観察による安全意識向上と作業確認を通じての自分の作業についての振り返りを

尼崎 仙台 千葉 名港9号地 苫小牧 川崎 坂出 宇品 行い、安全運行の継続と業務改善に結び付ける

○　5/8 ○　8/21 ○　1/8 ・2023年度版輸送ﾏﾆｭｱﾙを使い乗務員教育を実施

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・面談点呼による情報共有を行う

　（安全ﾆｭｰｽなど）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・面談点呼を活用し作業ﾙｰﾙの改善提案や乗務員の困り事の受信感度を上げ、対策を講じる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・新規だけでなく既存の運行ﾙｰﾄ、搬入先でのﾋﾔﾘﾊｯﾄの吸い上げを行い、対策を講じる

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・積載車運行するうえでの心構え・安全を確保するための基本事項・適切な運行・健康管理等の

　乗務員への理解度を深める教育を実施

○　6/7 ・運行管理の実務や関係法令、安全の確保に必要な管理手法を学ぶ

　（コンプライアンス対応：2年に1回受講）

○ ・整備関係の点検や関係法令の変更内容や管理手法を学ぶ

受講日未定 　（コンプライアンス対応：2年に1回受講）

○ ○ ○ ○ ○ ○

　（今年度も、乗務員全員無事故・無違反必達を意識し仕事外でも気を抜かず安全運転に心がける）　

・安全意識の向上と実践

第１回 第2回 第3回 第4回 　年末年始交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 　（ﾜｯﾍﾟﾝ着用、路上ﾊﾟﾄﾛｰﾙ参加、ｽﾛｰｶﾞﾝ確認により無事故・無違反を意識する）

・乗務員の特性を心理・生理の両面から科学的に測定して診断を行う

　（任意ではあるがおおむね3年に1回受診、前回2019年6月に乗務員8名全員受診済）

○　5/8 ○　8/21 ○　1/8 ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ対応、昼礼資料、広報とらっくの資料を用いて個別に実施

○ ○ ○ ○ ・経営ﾄｯﾌﾟを含む運輸安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会ﾒﾝﾊﾞｰ全員による自社便の積込・荷降作業を確認し

　輸送ﾏﾆｭｱﾙどおりの作業ができているかを評価

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・管理者自らが乗務員の作業を定期的に確認し、指摘事項を乗務員へ展開

　積込・荷降作業をより安全に、より確実に

○　2名 ○　2名 ○　2名 ○　2名 ・管理者自ら添乗して定期的に確認し、チェックシートを用いて確認する

　車間距離・急の付く操作等を重点的に確認する

○　2名 ○　2名 ○　2名 ○　2名 ・乗務員同士でお互いに添乗することにより、自分との違いを把握させ、自らの運行に役立たせる。

・添乗させることで注意事項などを共有し、今後の運行に役立たせる。

・運行中の故障、ﾄﾗﾌﾞﾙ未然防止(法定3ヶ月点検)

2両 6両 2両 4両 2両 6両 5両 →ｹｰﾃｰ自動車が実施

○ ○ ○ ○ ・不具合発生部位の整備(法定点検)

28、29、31、35号車 25号車 32、33号車 34号車 (大阪日野自動車またはｹｰﾃｰ自動車が点検)

○ ・安全運行、商品車品質の確保とﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞの維持、向上

36号車 (大阪日野受注開始・浜名ワークス枠取り手配)

○ ・安全運行、商品車品質の確保とﾌﾞﾗﾝﾄﾞｲﾒｰｼﾞの維持、向上

28号車 →ｹｰﾃｰ自動車が施工

○ ○ ・半年に1回目視点検を実施し、油漏れを予防(油圧ﾎｰｽの損傷)

点検 点検 (ｹｰﾃｰ自動車が実施、交換基準・・・連結部：1回/3年、ｱﾝﾁｺ部：1回/5年)

○ ○ ○ ○ ・安全運行の確保(偏摩耗防止、適正空気圧の維持、ﾎｲｰﾙ脱落予防)

ﾛｰﾃｰｼｮﾝ ﾛｰﾃｰｼｮﾝ 新品交換 ﾛｰﾃｰｼｮﾝ →北大阪ﾀｲﾔが実施

○ ・冬季での備品使用前のﾁｪｯｸを行い使用できるのかの判断を行う

(ﾁｪｯｸｼｰﾄなど判断できるものを作成し、実施する)

○ ○ ・積載車ﾄﾗｸﾀﾍｯﾄﾞ内の清掃状況の確認と不要物を置いていないか確認を行う

全車両 全車両 (車内で落下物の有無、運転時の視界の妨げになっていないか確認)

○　5/15 ○　未定 ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ対応、健康状態把握と体調管理への活用

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽ対応、月の残業時間80時間未満の運行管理

○ ○ ○ ○ ・流感（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ）への予防対策として実施

　（医師と相談の上、体質的に合わない人は接種しない）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・産業医に労務関係の点呼項目追加の相談を行い、追加項目を設定する

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・上記項目の管理を行う

○ ○ ○ ○ ・猛暑に備え乗務員の熱中症、脱水症状など未然防止

　（2011年度より実施）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ・毎月の推進状況や活動内容について説明

　（月末週に実施）

教育
研修

3 乗務員作業確認会参画

6 業務・職場環境改善の吸い上げと対策

7
運行ﾙｰﾄ・搬入先の状況確認と
ﾋﾔﾘﾊｯﾄの吸い上げ

小林/岸田

8 国交省告示1366号展開についての教育 小林/岸田

9 運行管理者一般講習　受講 福田

乗務員

4 輸送ﾏﾆｭｱﾙを活用した教育 小林/岸田
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目的、ねらい

会議

1 安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会開催
委員会
ﾒﾝﾊﾞｰ

2
安全推進委員会配布資料
乗務員への展開

小林/岸田

2023度　目標達成のための計画　　　　　　　　　　　

分類 № 実　施　項　目 担当
月　間　活　動　計　画

（点呼時）
乗務員への確実な各種情報展開

小林/岸田

小林/岸田

・安全意識の向上と実践　　◆重点項目・・・ｼｰﾄﾍﾞﾙﾄ未装着、携帯電話使用、信号無視、飲酒（酒気帯び）運転

13 安全強調月間　参加 乗務員

14
（NASVA）２０２２年5月受診
運転者適性診断（一般診断）の受診

乗務員

11 整備管理者選任後研修　受講 小林

12 ﾁｬﾚﾝｼﾞｺﾝﾃｽﾄへの参加 乗務員

15 乗務員への教育(働き方改革) 小林/岸田

点検
確認

16
安全ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ委員会ﾒﾝﾊﾞｰ
による自社便安全ﾊﾟﾄﾛｰﾙ

委員会
ﾒﾝﾊﾞｰ

17 管理者による積込・荷降作業確認 小林/岸田

18 管理者による添乗教育 小林/岸田

19 乗務員同士による添乗教育
小林/乗務

員

車両
管理

20 3ヵ月点検（法定点検） 小林

21 12ヵ月点検（法定点検）

27 ﾄﾗｸﾀﾍｯﾄﾞｷｬﾋﾞﾝ内4S点検

24 油圧ホースの劣化点検（目視）と交換 小林

25 ﾀｲﾔﾛｰﾃｰｼｮﾝ 小林

26 冬季使用備品の点検（ﾀｲﾔﾁｪｰﾝ） 小林

小林

22 積載車購入（36号車予定） 小林

23 積載車全塗装（機能追加、修繕含む） 小林

小林

労務
衛生

28 健康診断の受診（６ヵ月毎） 乗務員

29 法令遵守した拘束時間管理 小林/岸田

30 インフルエンサﾞ予防接種

33 熱中症対策（飲料水、塩飴の支給） 小林

その
他

34 安全統括管理者による確認 村山

乗務員

31 点呼確認項目に労務関係項目を追加 小林

32 30項目の管理 岸田



ダイハツ輸送自社便の安全活動推進組織（安全目標達成のための

計画実施組織）を以下のように定める。

安全統括管理者の選任

  安全統括管理者を選任し、輸送の安全確保を積極的に推進する。

  安全統括管理者は、輸送の安全確保に関し、その計画と実施

  および管理について統括管理する。

安全マネジメント委員会

  輸送の安全確保のため、社内に安全マネジメント委員会を設ける。　　

  報告連絡体制と指揮命令系統については下図の通りとする。

    ◆活動内容

      ①目標達成のための年度計画実施推進

　   ②①の実施状況、目標達成状況のチェック（１回/３ヶ月）　

      ⇒１０．安全に関するチェック参照

      ③輸送の安全に関する情報の提供・交換

　   ④その他

事務局

  事務局は運輸安全マネジメント推進に当たって、チェックの場を

  設定し、記録の管理等各種運営に携わるものとする。

６．安全活動推進組織図

安全マネジメント委員会メンバー

乗務員

社　長 乗務班長

委員長 乗務員

安全品質課

委　員 乗務員

自社便Ｇ

委　員 乗務員

(運行管理者)

委　員 乗務班長 乗務員

事務局 乗務員

黒木　浩二

(安全統括管理者)

村山　浩之

岸田　宗一

戎　　大輔

安全マネジメント委員会 上田  剛 

白倉 宏平

矢部 幸司岡田　康幸

花原　一身

石橋　一泰

山本 晃司

小林　秀人　

山本  淳 

谷川 英司

小原 靖久

藤原 康裕
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【公表義務あり】

     経営トップと現場や運行管理者、乗務員との「双方向でのコミュニケーション」

     を十分に行い、輸送の安全に関する情報が適時適切に伝達され、共有される

     ための方法を以下の通りとする。

輸送の安全に関する情報

・道路交通情報 ・ヒヤリ・ハット

・気象状況 ・その他

情報の伝達・共有方法

・対面点呼 ・朝礼・昼礼

・掲示板への掲示 ・メール通達

・日報への記入 ・電話

７．安全に関する情報交換方法
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事故、災害緊急時の連絡網は以下の通りとする。

発生時は「速やかに」連絡すること

小林係長　080-3766-6049

小原    班  長 　 090-4290-5108

山本淳乗務員     090-4290-5106

谷川　乗務員　  090-4290-5103

072-754-3388

村山部長(安全統括管理者)090-6604-1630

花原主担当員　090-2021-1643

【自社便Ｇ】

【車両輸送部】

【安全品質課】

山本晃乗務員 　 090-4290-5110

藤原　乗務員　  080-5309-4701

矢部  班  長  090-4290-5104

　上田  乗務員  090-4290-5112　

　　　白倉  乗務員  090-4290-5107　　　

緊急連絡内容 緊　急　連　絡　体　制

【ダイハツ輸送(本社)】

８．事故・災害時緊急連絡網

当

事

者

安

全

品

質

課

安

全

統

括

管

理

者

経

営

ト

ッ

プ

小

林

係

長

交通事故

商品車事故

油漏れ事故

災害関連
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安全に関する教育および研修は以下の通りとする。

     ①安全資料を用いての「ＫＹ研修」の実施(安全ミーティング等)

     ②安全に関する教育および研修【外部機関】

     ③「省エネ運転（エコドライブ）講習」への参加【内部：外部】

安全に関するチェックは以下の通りとする。

①目標達成のための計画実施状況確認
②目標達成状況確認
③①および②に対する経営トップ自らの確認と指導
④①および②が未達時、メンバーにて改善方法を検討し
④確実な実施に結びつける

内　容

①安全統括管理者は実施状況を１回/月確認する。
②委員会メンバーによる確認は１回/３ヶ月

内　容

実施時期

メンバー

安全マネジメント委員会にて構成される者

９．安全に関する教育および研修

１０．安全活動に関するチェック
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　　　　　輸送の安全に関する基本方針、輸送の安全に関する目標等、以下の情報を

　　　　　掲示や資料の配布により公表する。

事業年度経過後、１００日以内に公表する事項

①輸送の安全に関する基本的な方針

②輸送の安全に関する目標

③②目標の達成状況

④事故に関する統計

④⇒自動車事故報告規則第２条に基づく

速やかに公表する事項

重大事故に対する改善状況

安全に関する記録および管理は以下の通りとする。
記　録

・安全推進委員会

・乗務員ミーティング

・積込・荷降作業確認会

・運転適性診断受診結果報告

・商品車安全輸送競技会(コロナ禍自粛）

・ＫＹ・エコドライブ研修等　

・改善・改良報告

・その他（安全マネジメントに関する事項）

⇒議事録または報告書を作成する。

管　理

マネジメント委員会事務局が

「運輸安全マネジメントファイル」にて一括管理

⇒一括管理することにより、管理状況を明確にする。

１１．情報の公開

１２．安全に関する記録の管理等
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